
19 特地勤務手当等 

 

  特地勤務手当は、離島その他の生活の著しく不便な地に所在する公署（特地公署）に勤務する職

員に支給し、特地勤務手当に準ずる手当は、特地公署又はこれらに準ずる公署（準特地公署）に勤

務する職員が異動等に伴い住居を移転した場合に一定期間支給する。 

 

［特地勤務手当］ 

（１）支 給 範 囲 

   次の表に掲げる特地公署に勤務する職員及び臨時的に置かれる公署で別に人事委員会が定める

もの（※）に勤務する職員 

※ 該当公署なし 

 

 

 

条例第１２条の２ 

条例第１２条の３ 

 

 

 

 

規則７―６２ 

第１条 

 

 

（ア）１年を通じて特地勤務手当が支給される公署 

級別区分 公 署 名  

１ 級 地  大崎地方ダム総合事務所上大沢ダム管理事務所 

大崎地方ダム総合事務所岩堂沢ダム管理事務所 

鳴子警察署鬼首駐在所 

 

（イ）冬期（毎年１１月１日から翌年３月３１日まで）に限り特地勤務手当が支給される公署 

級別区分 公 署 名 

１ 級 地 栗原地方ダム総合事務所荒砥沢ダム管理事務所 
 

規則７―６２ 

第１条別表第１号 

 

 

 

 

規則７―６２ 

第１条別表第２号 

 

（２）特地勤務手当を支給しない期間 

（１）の（イ）の表に掲げる公署又は臨時的に置かれ、特地公署に該当する公署で別に人事委

員会が定めるもの（※）に勤務する職員には、冬期以外の期間は、特地勤務手当を支給しない。 

※ 該当公署なし 

 

（３）支 給 額 

給料及び扶養手当の月額の合計額×級別支給割合（※） 

※ 級別支給割合 

級別区分 １級地 ２級地 ３級地 ４級地 

支給割合 
４

１００
 

８

１００
 

１２

１００
 

１６

１００
 

（注１）支給額に１円未満の端数があるときは、切り捨てた額とする。 

（注２）「給料」には、給料の調整額、教職調整額、管理監督職勤務上限年齢調整額が含まれ

る（以下「給料」とあるのは全て同じ。）。 

 

規則７―６２第３条 

 

 

 

 

規則７―６２第２条 

 

 

 

 

規則７―６２第６条 

昭和５６年通知 

第２３０号 

 

（４）支 給 方 法 

給料の支給方法に準じて支給する。 

 

 

規則７―６２第７条 

［特地勤務手当に準ずる手当］ 

（１）支 給 範 囲 

特地公署若しくは人事委員会が指定する準特地公署（注）に異動して勤務する職員のうちその

異動に伴って住居を移転した者、又は職員の勤務する公署が移転して特地公署若しくは準特地公

署に該当することとなった場合にその移転に伴って住居を移転した者 

（注）「人事委員会が指定する準特地公署」については、令和６年３月２９日宮人委第３２１号

を参照のこと。 

 

 

条例第１２条の３ 

第１項 

 

令和６年通知 

第３２１号 
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（２）支給の始期及び終期 

職員が異動等に伴って住居を移転した日から開始し、当該異動等の日から起算して３年（その

異動等の日から起算して３年を経過する際その有する技術、経験等に照らし、３年を超えて引き

続き異動等の直後の公署に勤務させることが必要であると任命権者が認めた職員にあっては、６

年）に達する日をもって終わる。 

ただし、当該職員に次に掲げる事由が生じた場合には、それぞれに定める日をもってその支給

を終わる。 

（ア）職員が特地公署若しくは準特地公署以外の公署に異動した場合又は職員の在勤する公署が

移転等のため、特地公署若しくは準特地公署に該当しないこととなった場合 

当該異動又は移転等の日の前日 

（イ）職員が他の特地公署若しくは準特地公署に異動し、当該異動に伴って住居を移転した場合

又は職員の在勤する公署が移転し、当該移転に伴って職員が住居を移転した場合（当該公署

が引き続き特地公署又は準特地公署に該当する場合に限る。 住居移転の日の前日 

 

 

条例第１２条の３ 

第１項 

規則７―６２ 

第４条第１項 

（３）特地勤務手当に準ずる手当を支給しない期間 

第３条各号に掲げる公署（［特地勤務手当］の（２）の公署）のうち人事委員会が定めるもの

（※１）又は準特地公署のうち人事委員会が定めるもの（※２）に勤務する職員には、冬期以外

の期間は、特地勤務手当に準ずる手当を支給しない。 

※１ 該当公署なし 

※２ 令和６年３月２９日宮人委第３２１号の記の２に掲げる公署 

 

 

規則７―６２ 

第４条第３項 

 

令和６年通知 

第３２１号 

（４）支 給 額 

（ア）異動等の日から起算して４年に達するまでの間 

給料（※）及び扶養手当の月額の合計額×級地に応じた支給割合（下表） 

級別区分 ４級地、３級地 ２級地、１級地 準特地公署 

支給割合 
６

１００
 

５

１００
 

４

１００
 

※ 給料（以下「給料」とあるのは全て同じ。） 

「給料」には、給料の調整額、教職調整額、管理監督職勤務上限年齢調整額が含まれる。 

（イ）異動等の日から起算して４年に達した後から５年に達するまでの間 

給料及び扶養手当の月額の合計額×
４

１００
 

（ウ）異動等の日から起算して５年に達した後の１年間 

給料及び扶養手当の月額の合計額×
２

１００
 

 

規則７―６２ 

   第４条第２項 

 

 

 

昭和５６年通知 

第２３０号 

（注１）（３）の※２の公署に在勤する職員（特地公署のうち、冬期以外の期間につい

ては、特地勤務手当も特地勤務手当に準ずる手当も支給しないものとして人事委

員会が定めた公署以外に在勤する職員）については、冬期以外の期間について

は、準特地公署とみなして（ア）～（ウ）を適用する。 

（注２）支給額に１円未満の端数があるときは、切り捨てた額とする。 

 

規則７―６２ 

第４条第２項表備考 

 

 

規則７―６２第６条 

（５）公署の指定日前の異動者の特例 

特地公署又は準特地公署の指定日前にその公署に異動し、又は採用され、その異動等に伴って

住居を移転した職員のうち、指定日において、その異動等の日から３年を経過していない者に

は、指定日以降特地勤務手当に準ずる手当を支給する。 

この場合における手当の支給期間及び支給額は、その職員の指定日に勤務する公署がその職員

の異動等の日前に特地公署又は準特地公署に指定されていたものとした場合に前記（２）及び

（４）により指定日以降支給されることとなる期間及び支給額とする。 

 

条例第１２条の３ 

            第２項 

規則７―６２第５条 
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（６）支 給 方 法 

   給料の支給方法に準じて支給する。 

 

 

規則７―６２第７条 

20 へき地手当等 

 

へき地手当は、へき地学校並びにこれに準ずる学校及び共同調理場（以下「へき地学校等」とい

う。）に勤務する職員に支給し、へき地手当に準ずる手当はへき地学校等及び特別の地域に所在す

る学校に勤務する職員が異動等に伴い住居を移転した場合に一定期間支給する。 

 

［へき地手当］ 

（１）支 給 範 囲 

次の表に掲げるへき地学校等に勤務する職員 

区  分 学 校 名 

３ 級 白石市立福岡小学校不忘分校ほか 

２ 級 白石市立深谷小学校三住分校ほか 

１ 級 白石市立福岡小学校八宮分校ほか 

準へき地学校 川崎町立川崎第二小学校ほか 
 

 

 

条例第２１条の４ 

条例第２１条の５ 

 

 

 

 

 

規則７―３９ 

第１条別表 

 

（２）支 給 額 

（給料月額＋給料の調整額＋教職調整額＋管理監督職勤務上限年齢調整額＋扶養手当）（※） 

×級別支給割合 

○ 級別支給割合 

級別区分 ５級 ４級 ３級 ２級 １級 準へき地学校 

支給割合 
２５

１００
 

２０

１００
 

１６

１００
 

１２

１００
 

８

１００
 

４

１００
 

（注）支給額に１円未満の端数があるときは、切り捨てた額とする。 

  ※ 「給料」には、給料の調整額、教職調整額、管理監督職勤務上限年齢調整額が含まれる（以

下「給料」とあるのは全て同じ。）。 

 

 

規則７―３９第３条 

 

 

 

 

 

規則７―３９第８条 

（３）支 給 方 法 

給料の支給方法に準じて支給する。 

 

規則７―３９第９条 

［へき地手当に準ずる手当］ 

（１）支 給 範 囲 

へき地学校等若しくは人事委員会が指定する特別の地域に所在する学校（注）（以下「特別地

域学校」という。）に異動して勤務する職員のうちその異動に伴って住居を移転した者、又は職

員の勤務する学校が移転してへき地学校等若しくは特別地域学校に該当することとなった場合に

その移転に伴って住居を移転した者 

（注）「特別地域学校」については、令和４年２月２５日宮人委第５１０７号を参照のこと。 

 

 

条例第２１条の５ 

第１項 

 

 

令和４年通知 

第５１０７号 
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（２）支給の始期及び終期 

職員が異動等に伴って住居を移転した日から開始し、当該異動等の日から起算して３年（その

異動等の日から起算して３年を経過する際その有する技術・経験等に照らし、３年を超えて引き

続き異動等の直後の学校に勤務させることが必要であると任命権者が認めた職員にあっては、６

年）に達する日をもって終わる。 

ただし、当該職員に次に掲げる事由が生じた場合には、それぞれに定める日をもってその支給

は終わる。 

（ア）職員がへき地学校等若しくは特別地域学校以外の学校に異動した場合又は職員の勤務する

学校が移転等のためへき地学校等若しくは特別地域学校に該当しないこととなった場合 

当該異動又は移転等の日の前日 

（イ）職員が他のへき地学校等若しくは特別地域学校に異動し、当該異動に伴って住居を移転し

た場合又は職員の勤務する学校が移転し、当該移転に伴って職員が住居を移転した場合 

（当該学校が引き続きへき地学校等又は特別地域学校に該当する場合に限る。） 

住居移転の日の前日 

 

 

条例第２１条の５ 

第１項 

規則７―３９ 

第６条第１項 

 

（３）支 給 額 

（ア）異動等の日から起算して５年に達するまでの間 

（給料月額＋給料の調整額＋教職調整額＋管理監督職勤務上限年齢調整額＋扶養手当） 

×
４

１００
 

（イ）異動等の日から５年に達した後の１年間 

（給料月額＋給料の調整額＋教職調整額＋管理監督職勤務上限年齢調整額＋扶養手当） 

×
２

１００
 

（注）支給額に１円未満の端数があるときは、切り捨てた額とする。 

 

 

規則７―３９ 

第６条第２項 

 

 

 

 

 

 

規則７―３９第８条 

（４）へき地学校等又は特別地域学校の指定日前の異動者の特例 

へき地学校等又は特別地域学校の指定日前においてその学校に異動し、その異動に伴って住居

を移転した職員のうち、指定日において、その異動の日から３年を経過していない者には、指定

日以降へき地手当に準ずる手当を支給する。 

この場合における手当の支給期間及び支給額は、その職員の指定日に勤務する学校がその職員

の異動の日前にへき地学校等又は特別地域学校に指定されていたものとした場合に前記（２）及

び（３）により指定日以降支給されることとなる期間及び支給額とする。 

 

 

条例第２１条の５ 

第２項 

 

規則７―３９第７条 

（５）支 給 方 法 

給料の支給方法に準じて支給する。 

規則７―３９第９条 
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